
 

 

狭山市地域福祉推進計画 

平成 27年度取組結果報告書 

 

 

平成 28年 10月 

狭山市・狭山市社会福祉協議会 



■ 狭山市地域福祉推進計画平成27年度取組結果報告について 

  狭山市地域福祉推進計画(以下「計画」という。)は、狭山市（以

下「市」という。）と社会福祉法人狭山市社会福祉協議会（以下「社

協」という。）が地域住民、地域活動団体とともに、地域福祉のさ

らなる推進に向け、互いに協力かつ協働して取り組むために策定

しました。平成28年3月末をもって、計画期間１年目が終わりまし

たので、計画に基づく平成27年度（市・社協の）取組結果について、

報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の基本理念と期間 

計画の基本理念は「人が人をささえ、みんなにやさしい、元気

なまち」とし、計画期間は、平成27年度から32年度までの6年間で

す。 

３つの基本目標 

基本理念の下に３つの基本目標を掲げ、地域福祉施策の総合的

かつ計画的な推進を図ります。 

（１）地域住民相互のつながりを深めよう 

（２）地域住民の幸せを深めよう 

（３）地域福祉活動の輪を広げよう 



施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念「人が人をささえ、みんなに

やさしい、元気なまち」の実現に向け、

この理念の下に、以下の章・節・具体的

な取り組みを掲げ、地域福祉施策を総合

的かつ計画的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本理念＞ 

人が人を「さ」さえ、 

みんなに「や」さしい、 

元気な「ま」ち 

＜第１章＞ 

地域住民相互のつながりを深めよう 

＜第２章＞ 

地域住民の幸せを高めよう 

＜第３章＞ 

地域福祉活動の輪を広げよう 

＜第１節＞ 

地域住民相互で助け合おう 

＜第２節＞ 

地域福祉への関心を高めよう 

＜第３節＞ 

地域福祉活動に参加しよう 

＜第１節＞ 

心身を健やかに保とう 

＜第２節＞ 

気になるときは相談・連絡しよう 

＜第３節＞ 

特に支援が必要な世帯を見守ろう 

＜第１節＞ 

地域福祉活動を育てよう 

＜第２節＞ 

地域福祉活動の輪を広げよう 

＜第３節＞ 

地域福祉活動団体に協力しよう 

＜第４章＞ 

地域福祉を着実に進めるために 
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第１章 地域住民相互のつながりを深めよう 

第１節 地域住民相互で助け合おう 

■目標■ 

 

 

 

 

■協働の取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取り組み結果のポイント■ 

 

 

 

 

 

 

 

 25 年度 32 年度 

ご近所づきあいを「日頃

から大切にしている」と

回答した方の割合 

29.4％ 増加 

地域住民相互のあいさつや雑談により、ご

近所・地域とのつきあいがさらに深まってい

ます。 

＜市の取り組み＞ 

① 自助に関する意識啓発（新規） 

② あいさつ推進期間の制定（新規） 

③ 災害時要援護者支援事業の推進（継続） 

④ 福祉避難所の指定（新規） 

⑤ 防災教育の推進（継続） 

＜社協の取り組み＞ 

① 福祉教育等を活用した地域住民相互のつながりづくり（拡充） 

② 災害時要援護者に対する日頃からの見守り活動の推進（新規） 

③ 災害ボランティアセンター運営スタッフの育成（新規） 

＜第１章＞ 

地域住民相互のつながりを深めよう 

＜第１節＞ 

地域住民相互で助け合おう 

 リーフレット「地域福祉をはじめよう」を全戸配布するとともに、イベント「地域のつ

ながりと支え合いを考える集い」や「社会福祉大会」を通じて、ご近所づきあいの必要性

等、地域福祉に関する意識啓発を図りました。地域福祉推進市民会議及び３検討会（有償

福祉サービス普及、ボランティア活動推進、コミュニティサロン活動ネットワークづく

り）を新たに設置しました。防災の視点から、「災害時要援護者支援事業」や「災害ボラ

ンティアセンター立ち上げ訓練」等に取り組みました。 

 以上の取組により、現状が目標に徐々に近づいているものと考えます。一方、ご近所づ

きあいに関心がない、必要性を感じないといった意見もあることから、そうした多様な意

見を尊重しつつ、災害や生活の急変など、何かあったときにはお互いに助け合うことの意

義や必要性について、今後も事業等を通じて市民に広報します。 
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1.1 地域住民相互で支え合おう 

■取り組み結果■ 

１．市の取り組み 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 自助に関する意識啓発（新

規） 

地域住民一人一人が自助に関

する意識を高められるよう、ま

た、地域住民や地域福祉活動団

体が主体となった地域福祉の推

進が図られるよう、広報しま

す。 

○ 自助に関する意識啓発をはじめ、地域住民による地

域福祉の意義・必要性について事例等を交えて紹介し

たリーフレット「地域福祉をはじめよう」を 70,000部

作成し、全戸に配布しました。地域におけるさまざま

な福祉的課題の解決に向けた協議を行うため、地域福

祉推進市民会議を新たに設置し、４回会議を開催しま

した。また、地域福祉推進市民会議の検討組織として

３検討会（有償福祉サービス普及検討会、ボランティ

ア活動推進検討会、コミュニティサロンネットワーク

づくり検討会）を設置し、延べ 17回開催しました。

（福祉課） 

 

② あいさつ推進期間の制定

（新規） 

自治会連合会、民生委員・児

童委員協議会（民児協）、支部社

協等との協働により、新たにあ

いさつ推進期間を検討・制定・

広報し、地域住民のあいさつ運

動を側面から支えます。また、

あいさつ運動を全市的に展開で

きるよう、広報します。 

 

○ 地域福祉推進シンポジウム「地域のつながりと支え

合いを考える集い」を 6月 13日(土)市民会館にて開催

し、580名の参加がありました。ワークショップで

は、振り込め詐欺の防止に向けて、近隣住民があいさ

つを交わし、常に顔の見える、相談がしあえる関係づ

くりを心がけるような意見交換がなされました。（福祉

課） 

③ 災害時要援護者支援事業の

推進（継続） 

自治会連合会、民児協との協

働により、災害時要援護者とし

ての同意書の提出及び個別避難

支援計画書の作成勧奨を行い、

要援護者の災害時の迅速な助け

合いを促します。 

○ 依頼のあった自治会への説明会を社会福祉協議会・

民生委員なども交えて複数回行い、新たに 38自治会と

協定を締結しました。3月には、平成 28年度に特定の

自治会でモデル的に個別避難支援計画書の運用を行う

ための準備をすすめました。併せて、関係所管と個別

避難支援計画書の内容の向上を図りました。（防災課） 

○ 同意書の提出及び個別避難支援計画書の作成勧奨に

向け、自治会と関係課との連絡調整を図りました。（協

働自治推進課） 
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1.1 地域住民相互で支え合おう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

③ 災害時要援護者支援事業の

推進（継続・続き） 

○ 狭山市民生委員・児童委員協議会では、市との協定

に基づき、民生委員・児童委員が高齢者世帯調査時に

おいて、同意書の提出勧奨を行いました。（福祉課） 

④ 福祉避難所の指定（新規） 

指定避難所での避難生活に支

障がある障害者等、要援護者に

対応できる「福祉避難所」につ

いて、特別養護老人ホームや障

害者支援施設等、既存の社会福

祉施設を活用した指定がなされ

るよう、関係施設に働きかけま

す。 

○ 従前に福祉避難所協定を締結していた 3施設を含め

た 4施設について、2月 25日に福祉避難所として正式

に指定し告示を行いました。併せて、4施設のうち 2

施設で避難所開設訓練を計 3回実施しました。3月に

は来年度の指定・告示を目標とし、市内の特別養護老

人ホーム 8施設と協議を重ね、福祉避難所協定を締結

しました。（防災課） 

○ 27年度は、市内の２つの社会福祉法人と「福祉避難

所」の協定を締結しました。また、青い実学園につい

ても、「福祉避難所」となるための詳細を協議し、指定

となりました。（障害者福祉課） 

○ 平成 28年 3月 10日付で、市内で特別養護老人ホー

ムを運営する 6法人 8施設と「災害時における福祉避

難所の開設及び運営に関する協定」を締結しました。

今後、災害が発生した場合、要援護高齢者の避難場所

として支援体制の充実を図ってまいります。（高齢者支

援課） 

 

⑤ 防災教育の推進（継続） 

さまざまな地域福祉活動団体

と協働し、日頃から地域とのつ

ながりを持ち、災害時の助け合

いを促すための講座、研修会等

の地域福祉事業を開催します。 

 

○ 社会福祉協議会と共催で福祉講座の中で 4回防災講

座を実施しました。うち 1回は、狭山市手話通訳派遣

事務所から依頼を受け、出前講座として聴覚障害をも

った高齢者向けに、絵や写真を多用し、参加者との対

話を中心とした講座を実施しました。（防災課） 
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1.1 地域住民相互で支え合おう 

２．社協の取り組み 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 福祉教育等を活用した地域住民

相互のつながりづくり（拡充） 

小中学校で行われる福祉教育にお

いて、地域住民がボランティアとし

て行う福祉教育を推進するととも

に、支部社協の事業やふれあいサロ

ンを通して、日頃から地域でのあい

さつが交わせるような雰囲気づくり

に取り組み、地域住民相互のつなが

りを広げるよう努めます。 

○ 市内小中学校にて、地域住民ボランティアを中心

に、計 35回の福祉教育を延べ 3,249名の児童や生

徒に対し行いました。8月 21日(金)、社会福祉会

館において、福祉教育サポーター養成講座も開催

（参加者数 4名）し、新たな福祉教育の担い手も増

えました。 

〇 地域福祉に関する意識啓発を図り、地域住民相互

のつながりを広げるため、6月 13日(土)、市民会

館中ホールにおいて、「地域のつながりと支え合い

を考える集い」を開催しました。「振り込め詐欺を

ぶっ飛ばせ！」をテーマに、会場参加型ワークショ

ップ、パネルディスカッション等を行い、580名が

参加しました。 

 

② 災害時要援護者に対する日頃か

らの見守り活動の推進（新規） 

災害時における地域住民相互の助

け合いは、災害時を意識した日頃か

らの見守り活動が重要であるため、

その活動内容等を積極的に広報する

など、見守り活動の推進に努めま

す。 

○ 2月 6日(土)、市民会館小ホールにおいて、第 36

回社会福祉大会が開催され、400名の参加がありま

した。当日は「災害に強いまちづくり～白馬の奇跡

から学ぶ～」と題し、長野県白馬村の元区長にご講

演いただき、日頃からのつながりが災害時に生かさ

れることを理解しました。 

○ 3月 10日(木)、水富公民館において、社協水富

支部による、実際に支え合いマップの作成を行う講

座を行い、46名の参加がありました。 

 

③ 災害ボランティアセンター運営

スタッフの育成（新規） 

災害ボランティアセンター立ち上

げ訓練を通して、災害時に地域住民

が災害ボランティアセンターの運営

スタッフとして活動できるよう育成

に努めます。 

〇 狭山市が大規模災害に被災したことを想定し、8

月 29日(土)、市民会館展示室において、災害ボラ

ンティアセンターの立ち上げ訓練を実施し、66名

の参加がありました。当日は、参加者が被災者役、

ボランティア役、災害ボランティアセンターの運営

スタッフ役に分かれ、被災者からボランティア依頼

のニーズを聞き取り、災害ボランティアの受け入れ

やマッチング、送り出しといった運営シミュレーシ

ョンを行いました。 
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第２節 地域福祉への関心を高めよう 

■目標■ 

 

 

 

 

■協働の取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取り組み結果のポイント■ 

 

 

 

 

 

 

 

 25 年度 32 年度 

地域福祉計画を「知ってい

る」「名前ぐらいは知ってい

る」と回答した方の割合 

28.1％ 増加 

地域住民における本計画の認知度をはじ

め、地域福祉に関する意識・関心が高まって

います。 

＜市の取り組み＞ 

① 協働による地域福祉事業の推進（継続） 

② 会社から地域社会へのライフスタイルの円滑な移行（新規） 

③ 福祉コミュニティの向上等に関する講座等の開催（継続） 

④ 福祉等に関する意識啓発（継続） 

⑤ 広報の推進（継続） 

＜社協の取り組み＞ 

① 協働による地域福祉事業の推進（継続） 

② 福祉教育等のメニュー開拓（継続） 

③ 地域福祉活動団体が行う福祉教育の推進（新規） 

④ 福祉出前講座の実施（継続） 

⑤ 地域住民主体の地域福祉活動の広報（継続） 

＜第１章＞ 

地域住民相互のつながりを深めよう 

＜第２節＞ 

地域福祉への関心を高めよう 

 本市地域福祉計画の概要を掲載した、リーフレット「地域福祉をはじめよう」を全戸配布

しました。また、市民の地域福祉に関する関心を高めるため、「地域のつながりと支え合い

を考える集い」をはじめ、さまざまな講座、研修会等を実施しました。 

 以上の取組により、市民の地域福祉計画に対する認知度、市民の地域福祉への関心度は

徐々に高まっているものと考えます。 
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1.2 地域福祉への関心を高めよう 

■取り組み結果■ 

１．市の取り組み 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 協働による地域福祉事業の推

進（継続） 

さまざまな地域福祉活動団体と

協働のもと、日頃から地域とのつ

ながりを持ち、何かあったときに

はお互いに助け合う意識を高める

ための講座、シンポジウム、研修

会、パネル展等の事業を開催し、

地域住民の福祉に関する意識啓発

を図ります。特にパネル展は、医

療機関や大学、大型店舗等、集客

力のある施設での開催について検

討します。 

 

○ 本市地域福祉計画の概要を掲載したリーフレット

「地域福祉をはじめよう」を 70,000部作成し、全

戸に配布しました。地域福祉に関する意識啓発を図

るため、6月 13日(土)、市民会館中ホールにおい

て、「地域のつながりと支え合いを考える集い」を

開催しました。「振り込め詐欺をぶっ飛ばせ！」を

テーマに、会場参加型ワークショップ、パネルディ

スカッション等を行い、580名が参加しました。ま

た、5月 18日(月)から 6月 30日(火)まで、市内 3

カ所(市役所 1階エントランスホール、狭山元気プ

ラザ、石心会さやま総合クリニック)において、「地

域のつながりと支え合いを考えるパネル展」を開催

しました。本年度は市内にある大学・高校で行われ

ている「福祉・医療・介護人材の養成に関する取り

組み」を紹介しました。(福祉課) 

 

② 会社から地域社会へのライフ

スタイルの円滑な移行（新規） 

会社中心の生活にあった会社員

等が定年退職後、地域に愛着を持

ち、社会的な居場所を自ら確保で

きるよう、ライフスタイルの円滑

な移行を目的とした講座や学習会

を開催します。 

 

○ 高齢者や障害者、子育て中の親をはじめ、介護・

介助者、被災者等の悩みや寂しさを抱える人の話を

真摯に聴くことで、相手の心のケアを行う傾聴ボラ

ンティアを養成するための講座を 2回（延べ 20

回）開催し、36名の傾聴ボランティアを養成しまし

た。(福祉課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%82%A2-677793#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
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1.2 地域福祉への関心を高めよう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

③ 福祉コミュニティの向上等に

関する講座等の開催（継続） 

「生涯学習まちづくり出前講

座」において、さまざまな行政情

報を積極的に提供し、地域・福祉

コミュニティに関する意識啓発を

図るとともに、地域住民と行政が

一体となったまちづくりの推進に

努めます。 

 

○ 「生涯学習まちづくり出前講座」の講座メニュー

表を作成し、公民館等の施設に配置するとともにホ

ームページ等でも広くＰＲし、地域・福祉コミュニ

ティの意識啓発に関する行政情報を積極的に提供し

ました。(社会教育課) 

 

 

 

 

④ 福祉等に関する意識啓発（継

続） 

地域住民一人一人が基本的人権

を尊重し、差別や偏見のない地域

社会をつくるための人権啓発講演

会を開催します。また、障害者を

はじめとする社会的弱者に対する

偏見や差別意識の解消、虐待防

止、認知症への理解、消費者被害

防止等、地域住民の福祉等に関す

る意識啓発を図ります。 

〇 地域住民の人権問題への理解・関心を深めること

を目的として、11月 20日(金)市民会館にて「入間

郡市人権フェスティバル」を開催しました。辻本一

英さん・阿波木偶(あわでこ)箱まわし保存会による、

阿波木偶箱まわしの実演と、「人権文化を考える～

福を運んだ人形つかい～」と題した講演、また人権

作文の朗読、人権パネル展等も行われ、参加者は

530 名でありました。(政策企画課) 

○ くらしの移動教室（出前講座）を２回開催、延３

６人が参加した。その他に、広報さやまに継続的に

消費者被害等についての情報を掲載したり、福祉担

当課等に情報提供を行った。(市民生活課) 

○ 「現代の親と子どもの課題と必要な視点につい

て」として埼玉大学教授による講演会を児童支援の

関連機関向けに開催しました。 

  １１月の児童虐待防止推進月間にポスター・リー

フレットを配布しました。また、広報紙に特集記事

を１１月・３月の年２回掲載したほか、２月号より

児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」の記事を継

続掲載しました。(こども課) 

○ 障害者差別解消法の施行に伴い、パンフレットや

ポスターを公民館等へ配布し掲示を依頼しました。

また、広報等を利用し、広く周知を図り、商工会議

所を通して市内の事業所へも周知を図りました。

(障害者福祉課) 

 



- 9 - 

 

 

 

 

1.2 地域福祉への関心を高めよう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

④ 福祉等に関する意識啓発（継

続・続き） 

○ 民生委員に対する虐待防止に関する講演、自治会

からの出前講座の依頼に応じ、成年後見制度等認知

症への理解を深める講座を開きました。(高齢者支

援課) 

○ 認知症に関する各種講座の開催や地域で認知症の

方を支えるネットワーク作り等について、地域包括

支援センターへの委託により実施しました。(介護

保険課) 

○ 発達障害（疑）の方を支援する機関（保育所・幼

稚園・子育てプレイス・総合子育て支援センター・

青い実学園・こども課等）の職員を対象に障害の理

解とその対応について研修会を実施し 34名の参加

がありました。また、発達障害（疑）の方の保護者

と育児負担を感じている保護者を対象に、効果的な

児への接し方や考え方を習得できるようペアレント

サポート教室（4日コース）を実施し、23名の方が

参加されました。(保健センター) 

 

⑤ 広報の推進（継続） 

地域住民にとっていつでも、ど

こでも、福祉をはじめとしたさま

ざまな行政情報が分かりやすく、

利用しやすく入手できるよう、広

報紙や公式ホームページをはじ

め、モバイル、ソーシャルネット

ワーク等を活用した情報発信を図

ります。また、障害者が使いやす

いようアクセシビリティに配慮し

た情報発信に努めます。 

○ 毎月 10日に「広報さやま」を発行し、市民への情 

報提供に努めました。また、デイジー版ＣＤに録音

したものや、点字版の広報さやまを作成し、市内の

視覚障害者に送付しました。 

公式ホームページやモバイルサイト、ＳＮＳなど

を活用し、随時必要な情報発信に努めました。特に

携帯電話を利用した市のホームページ（モバイルサ

イト）では、障害者の福祉ガイドの内容を掲載し、

利用の促進を図りました。 

  また、ホームページは、平成 23 年 3 月に導入し

たＣＭＳ（コンテンツマネジメントシステム）を使

い、アクセシビリティに配慮した情報発信に努めま

した。(広報課) 
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1.2 地域福祉への関心を高めよう 

２．社協の取り組み 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 協働による地域福祉事業の推

進（継続） 

市や地域福祉活動団体と協働

し、地域とのつながりや助け合い

に関する講座、シンポジウム、研

修会、パネル展等の事業を開催

し、地域住民の福祉に関する意識

啓発を図ります。 

○ 地域福祉に関する意識啓発を図るため、6月 13日

(土)、市民会館中ホールにおいて、「地域のつなが

りと支え合いを考える集い」を開催しました。「振

り込め詐欺をぶっ飛ばせ！」をテーマに、会場参加

型ワークショップ、パネルディスカッション等を行

い、580名が参加しました。また、5月 18日(月)か

ら 6月 30日(火)まで、市内 3カ所(市役所 1階エン

トランスホール、狭山元気プラザ、石心会さやま総

合クリニック)において、「地域のつながりと支え合

いを考えるパネル展」を開催しました。27年度は市

内にある大学・高校で行われている「福祉・医療・

介護人材の養成に関する取り組み」を紹介しまし

た。 

 

② 福祉教育等のメニュー開拓

（新規） 

小中学校等での福祉教育や彩の

国ボランティア体験プログラム等

について、参加しやすいメニュー

を開拓することにより、地域福祉

への関心が高まるよう努めます。 

○ 福祉教育では、新たに「認知症の理解」に取り組

み、認知症キッズサポーター養成講座や認知症サポ

ーター養成講座として、15回の開催を行い、延べ

348名の参加がありました。 

○ 彩の国ボランティア体験プログラムも、受け入れ

先を福祉施設のみでなく、地域の公共施設などにも

広げ、親子で参加できて環境やまちづくりのボラン

ティア活動にも関心が持たれました。 

・彩の国ボランティア体験プログラム 

参加メニュー数 42（提供メニュー数 69） 

参加者数 187名 

 

③ 地域福祉活動団体が行う福祉

教育等の推進（新規） 

PTAによる家庭教育・成人教育や

企業による福祉教育等、地域福祉

活動団体が行う福祉教育につい

て、各種相談等の支援を行うこと

により、福祉教育を推進し、福祉

への関心が高まるよう努めます。 

 

〇 市内有償福祉サービス団体やＮＰＯ団体の現任研

修の提案や実施などの出前講座を行い、32名の参加

がありました。 
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1.2 地域福祉への関心を高めよう 

 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

④ 福祉出前講座の実施（継続） 

地域福祉に関する出前講座を実

施することにより、福祉のまちづ

くりを推進します。 

 

〇 小中学校、高等学校、地域福祉活動団体などに対

する福祉出前講座（「社会福祉協議会について」、

「成年後見制度」、「狭山市内のサロンの現状」な

ど）を 17回開催し、延べ 716名が参加しました。 

⑤ 地域住民主体の地域福祉活動

の広報（継続） 

地域住民主体による地域福祉活

動を広報紙等で積極的に紹介し、

地域福祉への関心が高まるよう努

めます。 

 

〇 サロン活動やボランティア活動等、地域住民主体

の地域福祉活動について、社協だよりにて定期的に

掲載するほか、ホームページやブログにて随時紹介

しました。（ブログにて地域住民主体の地域福祉活

動を 22回の紹介） 

 

 

 
「地域のつながりと支え合いを考える集い」（平成 27年 6月 13日） 
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第３節 地域福祉活動に参加しよう 

■目標■ 

 

 

 

 

■協働の取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取り組み結果のポイント■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 年度 32 年度 

地域活動について「特に

活動していない」と回答

した方の割合 

68.0％ 減少 

地域福祉活動に参加する地域住民が増えてい

ます。 

＜市の取り組み＞ 

① 福祉人材の育成（継続） 

② まちづくり等を担う人材の育成等（継続） 

③ 地域福祉活動等情報検索システムの利用促進（継続） 

④ 地域福祉活動団体が行うイベント等の情報発信（継続） 

⑤ 福祉人材養成に向けた協力（継続） 

＜社協の取り組み＞ 

① 企業・大学等が行うボランティア活動への支援（継続） 

② 地域福祉活動団体が行うイベント等の広報（継続） 

③ 福祉人材養成に向けた協力（継続） 

＜第１章＞ 

地域住民相互のつながりを深めよう 

＜第３節＞ 

地域福祉活動に参加しよう 

 さやま市民大学をはじめ、各種の講座・研修会を通じて、さまざまな人材が養成されまし

た。また、大学からの要請により、社会福祉士等を目指す学生を受け入れ、現場実習を実施

しました。 

 以上の取組により、地域における福祉人材は確実に増えつつあります。 
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1.3 地域福祉活動に参加しよう 

■取り組み結果■ 

１．市の取り組み 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 福祉人材の育成（継続） 

福祉に関する講座を開催し、傾聴

ボランティアや子育てボランティ

ア、認知症サポーター等、福祉人材

を育成します。 

○ 高齢者や障害者、子育て中の親をはじめ、介護・

介助者、被災者等の悩みや寂しさを抱える人の話を

真摯に聴くことで、相手の心のケアを行う傾聴ボラ

ンティアを養成するための講座を 2回（延べ 20

回）開催し、36名の傾聴ボランティアを養成しま

した。(福祉課) 

○ 子育てボランティアを対象に、救急救命、食育等

のスキルアップ講座を年 4回実施し、延べ 8人が参

加しました。（こども課） 

○ 第３次狭山市障害者福祉プランに福祉の人材育成

について盛り込み、各公民館等の事業での取り組み

を促しました。（障害者福祉課） 

○  認知症サポーター養成講座を実施し、1,400人の

認知症サポーターを養成しました。(介護保険課) 

 

② まちづくり等を担う人材の育成

等（継続） 

活力ある地域社会の実現とまちづ

くり活動につながる人材の育成を目

的とする「さやま市民大学」におい

て、まちづくりを担う人材を育成す

るとともに、学びの成果を地域社会

のなかで活かせるよう、適切に支援

します。 

 

○ 市民大学では 4講座を実施し、101人の修了生を

地域社会へ送り出した。 

健康づくり・介護予防サポーター養成講座：25人 

パパ・ママのお助け隊養成講座（乳幼児期）：22人 

パパ・ママのお助け隊養成講座（学童期）：28人 

狭山市認知症事業サポーター養成講座：26人 

(協働自治推進課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%82%A2-677793#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
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1.3 地域福祉活動に参加しよう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

③ 地域福祉活動等情報検索システ

ムの利用促進（継続） 

地域に点在するさまざまな地域福

祉活動について、地域ポータルサイ

ト「さやまルシェ」において検索・

閲覧できる地域福祉活動等情報検索

システム「ふれあいネット」の利用

を促し、地域住民の福祉活動への参

加促進を図ります。 

○ 小地域に点在する福祉活動について、検索・閲覧

できる「ふれあいネット」について、相談支援機関

での市民への情報提供に努めました。(福祉課) 

 

 

 

 

 

 

 

④ 地域福祉活動団体が行うイベン

ト等の情報発信（継続） 

地域福祉活動団体をはじめ、医

療・福祉・教育機関が行う地域福祉

関係事業等について、広報紙やホー

ムページ等に掲載し、地域住民の福

祉への参加促進に努めます。 

 

○ さまざまな機関・団体が行う地域福祉活動・イベ

ントについて、地域福祉活動推進研究会をはじめと

した地域福祉事業での事例紹介、チラシ配布等、そ

の周知に努めました。(福祉課) 

⑤ 福祉人材養成に向けた協力（継

続） 

市内大学等から現場実習生の受け

入れ要請に積極的に応え、社会福祉

士や看護師等、福祉人材の養成に貢

献します。 

 

○ 社会福祉士等を目指す現場実習生を２名受け入れ

ました。(福祉課) 
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1.3 地域福祉活動に参加しよう 

２．社協の取り組み 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 企業・大学等が行うボランティ

ア活動への支援（継続） 

企業・大学等からのボランティア

活動の申し入れについて、地域・福

祉施設等との需給調整を行い、企

業・大学等が行うボランティア活動

への支援に努めます。 

 

○ 大学からのボランティア活動の申し入れを受け

て、2月 28日（日）、市民総合体育館において行わ

れた障害者スポーツ団体主催のイベントでのボラン

ティア活動を調整し、2大学 11名の学生にイベン

ト運営の補助及び当事者との交流に携わってもらい

ました。 

② 地域福祉活動団体が行うイベン

ト等の広報（継続） 

地域福祉活動団体が行うイベント

等について、広報紙やホームページ

等で広報することにより、地域住民

の福祉への参加促進に努めます。 

 

〇 さまざまな機関・団体が行う地域福祉に関するイ

ベントについて、地域福祉活動推進研究会をはじめ

とした地域福祉事業でのチラシ配布等、その周知に

努めました。 

③ 福祉人材養成に向けた協力（継

続） 

市内大学等からの実習生を積極的

に受け入れ、社会福祉士や看護師等

の福祉人材の養成に貢献します。 

また、社協内に社会福祉士実習指

導者養成課程を修了した人材を配置

し、実習生の受け入れ体制を整備し

ます。 

 

〇 社会福祉士の受験資格を得るための計１８０時間

の実習を２大学２名の実習生に対して行いました。 

○ 看護学部の実習生延べ１８名に対して社会福祉協

議会とはという内容による実習を行いました。 

○ 市からの実習生２名を受け入れました。 
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第２章 地域住民の幸せを高めよう 

第１節 心身を健やかに保とう 

■目標■ 

 

 

 

 

■協働の取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取り組み結果のポイント■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 年度 32 年度 

暮らしの中での悩み・不

安として「健康・病気」

と回答している方の割合 

51.0％ 減少 

健康づくりに励む地域住民が着実に増えてい

ます。 

＜市の取り組み＞ 

① 健康づくり活動の推進（継続） 

② こころと体の健康づくりの推進（継続） 

③ 介護予防事業の推進（新規） 

＜社協の取り組み＞ 

① 健康づくりに関する広報（新規） 

＜第２章＞ 

地域住民の幸せを高めよう 

＜第１節＞ 

地域福祉活動に参加しよう 

 近年における、市民の健康意識の高まりを背景として、さまざまな団体が体操教室や料理

教室、ウォーキングを開催し、多くの市民が健康づくりを実践しています。 

 以上の取組により、健康づくりに励む地域住民は着実に増えているものとみられます。一

方、さまざまな事情を抱え、家に閉じこもりがちな市民も顕在化しています。このため、介

護・疾病予防の観点において、今後も市民の健康づくりに取り組みます。 
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2.1 心身を健やかに保とう 

■取り組み結果■ 

１．市の取り組み 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 健康づくり活動の推進（継続） 

健康づくり推進協議会、すこやか

推進員会、すこやか体操普及指導員

連絡会の健康づくり３団体との協働

により、地域における健康づくり活

動を推進します。 

○ 健康づくり３団体が主催する「運動と健康」をテ

ーマとする健康づくり講演会を 1月 30日（土）に

市民会館小ホールにおいて開催し、11月 22日

（日）には狭山市自治会連合会と狭山市が主催する

狭山茶の里ウォーキングに協力参加しました。ま

た、個々の団体が実施する体操教室や料理教室、ウ

ォーキングなどに延べ 67,546人が参加し、地域に

おける健康づくり活動を推進しました。(健康推進

課) 

 

② こころと体の健康づくりの推進

（継続） 

疾病予防、こころの健康づくり、

食育に関する意識の普及啓発を図る

ための講座や学習会等を開催しま

す。また、疾病の早期発見・治療に

より、疾病予防、重症化予防に向け

た取り組みをはじめ、こころと体に

関する相談支援体制を推進します。 

○ 健康づくり講座や健康づくり推進協議会による料

理教室を通じて、疾病予防につながる望ましい食の

あり方やこころとからだの健康づくり、食育に関す

る意識の普及啓発を図りました。(健康推進課) 

〇 食育については、乳幼児期では、乳幼児相談や健

診と同時開催の離乳食講習会やおやつ指導、エプロ

ンシアターによる食育指導を対象者全員に行いまし

た。小学生ではお弁当教室の開催、小中学生では朝

食についてのリーフレットの配布による啓発を行い

ました。また、成人に対しては地域からの依頼によ

る講座や学習会を行いました。 

  疾病の早期発見、治療については、特定健診や各

種のがん検診、骨粗しょう症検診、成人歯科健診を

行い、疾病予防については、メタボリック・シンド

ロームに対する特定保健指導の他、糖尿病教室や血

管いきいき教室、骨折予防教室などの教室や相談事

業を行いました。 

  こころの健康づくりでは、各種イベント時に相談

窓口普及啓発用ポケットティッシュの配布を行いま

した。また、精神科医による精神保健相談を実施

し、精神疾患の早期発見、早期治療への取り組みを

行いました。(保健センター) 
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2.1 心身を健やかに保とう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

③ 介護予防事業の推進（新規） 

高齢者等が要支援・要介護状態と

なることを予防するための講座等を

開催します。また、介護保険法改正

に伴う要援護者の総合支援体制づく

りに努めます。 

 

○  介護予防の普及啓発や、地域における自発的な

介護予防活動の担い手の育成と活動の支援を実施

し、参加者は延べ 5,191人でした。(介護保険課) 

 

 

 

産後の母の健康維持・増進に向けた取り組みを進める「さやマーチ」の活動 
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2.1 心身を健やかに保とう 

２．社協の取り組み 

市社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 健康づくりに関する広報（新

規） 

健やかなこころと体の維持増進に

向けて、健康づくりを中心とするふ

れあいサロン活動の紹介や、支部社

協をはじめ、地域福祉活動団体が開

催する健康づくりに関する講演会を

広報します。 

 

〇 社協に登録しているふれあいサロンのマップを 4

回更新した上で延べ 400部作成し、社協事業及び関

連事業の際に配付しました。 

〇 社協入曽支部が開催する健康に関する講演会のチ

ラシを作成するなど、地域福祉活動団体による広報

に協力しました。 

 

 

 

高齢者の介護・疾病予防に向けた「まちじゅう健幸サロン」の取り組み 
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第２節 気になるときは相談・連絡しよう 

■目標■ 

 

 

■協働の取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取り組み結果のポイント■ 

 

 

 

 

 

 25 年度 32 年度 

悩み・不安の「相談できる人や

相談先がない」と回答した方の

割合 

6.7％ 減少 

気になることがあった時には、気軽に

相談・連絡できる地域が増えています。 

＜市の取り組み＞ 

① 市の相談支援体制の推進（継続） 

② 福祉の総合化に向けた研究（新規） 

③ 地域における相談支援体制の充実（拡充） 

④ 相談支援機関の周知（継続） 

⑤ 地域における高齢者の福祉課題の解消に向けた検討（継続） 

⑥ 要援護高齢者等支援ネットワーク拡充の検討（拡充） 

⑦ 福祉サービスの適正な利用促進に向けた周知（継続） 

＜社協の取り組み＞ 

① 生活困窮者への総合相談体制の整備（新規） 

② 身近な地域でのボランティア相談等の推進（新規） 

③ 成年後見人等への相談支援（新規） 

④ 相談支援機関に関する広報の推進（継続） 

⑤ 地域福祉課題野発見と解決に向けた支援（新規） 

＜第２章＞ 

地域住民の幸せを高めよう 

＜第２節＞ 

気になるときは相談・連絡しよう 

 地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等、地域における相談支援機関では、職員

のスキルアップや窓口の増設等、相談支援体制の強化に努めました。また、新たに始まった

生活困窮者自立支援制度により、児童や障害、高齢者といった属性でなく、生活困窮という

状態にある方々からの相談を新たにお受けする場が設けられ、市民の多様化する相談に対

し、適切にお受けできるようになりつつあります。 
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2.2 気になるときは相談・連絡しよう 

■取り組み結果■ 

１．市の取り組み 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 市の相談支援体制の推進（継

続） 

福祉課をはじめ、市役所内の福祉

部門窓口や市民相談室、保健センタ

ーや青い実学園等において、相談者

の主訴を捉えた適切な相談支援を実

施するとともに、必要に応じて福祉

サービスの手続・助言・案内を行う

など、市における相談支援体制を推

進します。 

 

○ 福祉こども部及び長寿健康部職員を対象とした職

員研修を定期的に開催し、職員の相談支援スキルの

向上を図りました。(福祉こども部・長寿健康部) 

② 福祉の総合化に向けた研究（新

規） 

本庁舎総合窓口において、地域住

民の転出や死亡等、ライフイベント

に対応した公的福祉サービスの手続

案内が行えるよう検討します。ま

た、市民サービスの向上に向け、福

祉の総合化に関する研究を進めま

す。 

 

○ 庁内検討組織「要援護世帯総合支援体制幹事会」

等を平成 23年度より設置し、利用者である市民の

目線に立った「福祉の総合化」に向け、研究を進め

ました。また、公的福祉サービスの利用有無を検

索・閲覧できる「福祉コミュニケーションサーバ

ー」を活用し、市民の転出・死亡時等の手続案内を

関係各課で行いました。(福祉こども部・長寿健康

部) 

③ 地域における相談支援体制の充

実（拡充） 

地域包括支援センターや障害者相

談支援事業所、子育てプレイス等、

地域における相談支援体制を推進し

ます。特に、急速に進む高齢化に対

応するため、地域包括支援センター

の相談支援体制を強化します。 

○ 月１回のつどいの広場会議等で、各子育てプレイ

スと情報共有を図りました。(こども課) 

○ 市内３ヶ所の委託相談支援事業所で相談を受ける

ほか、基幹相談支援センターは駅に近く高い利便性

に加え、障害手帳の有無や障害種別にとらわれない

相談を可能とし、充実した相談受付体制としていま

す。(障害者福祉課) 

○ 地域包括支援センターに対しての相談支援体制の

強化に務めました(高齢者支援課) 

○ 地域包括支援センターの圏域を５から６にし、5

か所ある地域包括支援センターを６か所にするため

の準備を進めました。(介護保険課) 
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2.2 気になるときは相談・連絡しよう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

④ 相談支援機関の周知（継続） 

地域における相談支援機関の役割

や場所、日時等について、広報紙や

ホームページ、リーフレット等によ

り広報し、その周知に努めます。ま

た、地域の相談支援機関において、

福祉講座や各種福祉サービス等に関

する情報が受けられるよう、情報発

信の充実に努めます。 

○ 相談支援機関の一覧を掲載したリーフレット「社

会的孤立を防ぐために」により、周知に努めまし

た。(福祉課) 

○ 広報さやま、ホームページでの子育て相談周知、

「さやま子育てガイドブック」の子育て相談機関一

覧にて周知しました。また、子育て事業、講座等の

情報を各子育てプレイス等に発信しました。(こど

も課) 

○ 相談支援事業所について、ホームページや「障害

者のガイドブック」に掲載し、周知を図っていま

す。また、相談支援事業所に対して、障害福祉サー

ビスを始め、その他の情報についても提供を図って

います。(障害者福祉課) 

○ 自治会からの出前講座の依頼に応じ、高齢者福祉

サービスの説明等の講座を開きました。(高齢者支

援課) 

○ 地域包括支援センターにおいて 37,672件の相談

支援業務を行いました。(介護保険課) 

 

⑤ 地域における高齢者の福祉課題

の解消に向けた検討（継続） 

介護保険法に基づいて、日常生活

圏域ごとに開催する地域ケア会議に

おいて、高齢者の地域における福祉

課題の解消に向けた検討を行いま

す。 

 

○ 地域包括支援センターにおいて 24回の地域ケア

会議を行いました。(介護保険課) 
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2.2 気になるときは相談・連絡しよう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

⑥ 要援護高齢者等支援ネットワー

ク拡充の検討（拡充） 

要援護高齢者等支援ネットワーク

（高齢者の日常生活異変に気付いた

地域住民等の連絡により、地域包括

支援センター職員等が安否確認等を

行う仕組み。）について、孤立死防

止の観点から対象範囲の拡充に向け

た検討を行います。また、本ネット

ワークを活用し、高齢者等に対する

情報発信（意識啓発・注意喚起等）

について研究します。 

○ 近隣市の実施事例・課題等を整理し、今後の方向

性について研究しました。（福祉課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 福祉サービスの適正な利用促進

に向けた周知（継続） 

「生涯学習まちづくり出前講座」

において、さまざまな行政情報を積

極的に提供し、福祉サービスの適正

な利用を促します。また、公的福祉

サービスが利用者に周知され、適切

な利用につながるよう、ホームペー

ジ等での情報発信に努めます。 

 

○ 福祉こども部・長寿健康部の各課において、さま

ざまな行政情報を積極的に提供するための講座を企

画し、「生涯学習まちづくり出前講座」に登録しま

した。また、こうした情報がホームページで閲覧で

きるように努めました。(福祉こども部・長寿健康

部) 
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2.2 気になるときは相談・連絡しよう 

２．社協の取り組み 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 生活困難者への総合相談体制の

整備（新規） 

経済的困窮、意思決定に対する障

害等、日常生活に困難さを抱えて社

会的孤立状態にある世帯に対する総

合相談ができるよう、相談支援体制

の整備に努めます。 

 

○ 平成 27年 4月から施行された生活困窮者自立支

援法に基づく相談支援事業（生活困窮者自立支援事

業）を市から受託し、貸付相談や権利擁護相談と一

体的な相談となるように窓口を設置しました。 

・生活困窮者自立支援事業の新規相談件数：362件 

・貸付相談件数：326件 

・権利擁護相談件数：1,200件 

② 身近な地域でのボランティア相

談等の推進（新規） 

地域に密着したボランティア活動

について、情報の収集・発信を行う

とともに、より身近な地域でのボラ

ンティア活動の需給調整ができるよ

う支援体制の整備に努めます。 

 

○ 鵜ノ木地区ボランティアセンターにおいて、毎月

1回の「お茶会」を実施し、延べ 220名が参加、20

件の相談がありました。民生委員、地域包括支援セ

ンターと共に情報の収集や発信を行いました。 

③ 成年後見人等への相談支援（新

規） 

成年後見人等である親族や市民後

見人の活動を支援するため、権利擁

護に関する法律相談等の開催に努め

ます。 

〇 弁護士による権利擁護法律相談「あんしん さや

ま」を毎月 1回開設し、33件の相談がありまし

た。（33件中 9件が成年後見制度に関する相談、1

件が虐待・権利侵害に関する相談でした。） 

○ 職員による権利擁護相談を行い、成年後見人であ

る親族からの相談（7件）や市民後見人に関する相

談（9件）がありました。 

 

④ 相談支援機関に関する広報の推

進（継続） 

相談内容に応じた相談支援機関や

相談事例の周知等、相談支援機関に

関する広報の推進に努めます。 

 

○ 相談支援機関・関係者向けに生活困窮者自立支援

事業などの事例報告を通じて、相談支援機関と連携

した対応事例を紹介するなどの紹介を 3回行いまし

た。 
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2.2 気になるときは相談・連絡しよう 

 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

⑤ 地域福祉課題の発見と解決に向

けた支援（新規） 

支部社協の事業やふれあいサロ

ン、ボランティア活動等を通して、

地域福祉課題の発見と解決に向けた

支援に努めます。 

 

〇 支部社協の事業の際に、民生委員からゴミ屋敷の

相談を 3件受けて訪問を行うなどの対応を行いまし

た。 

 

 

 

 
月１回のお茶会や体操を行う「鵜ノ木地区ボランティアセンター」の取り組み 
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第３節 特に支援が必要な世帯を見守ろう 

■目標■ 

 

 

 

 

■協働の取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取り組み結果のポイント■ 

 

 

 

 

 

 

 25 年度 32 年度 

ご近所に住む者として、 

できる範囲で支援したい

と回答した方の割合 

31.4％ 増加 

虐待や孤立、多問題、消費者被害等、特に

支援が必要な世帯に対し、地域での見守りが

進んでいます。 

＜市の取り組み＞ 

① 要援護世帯総合支援体制の推進（新規） 

② 福祉コミュニケーションサーバーの活用（新規） 

③ 健康福祉部門職員のスキルアップ（継続） 

④ 虐待防止の強化（新規） 

⑤ 成年後見制度の利用促進（継続） 

⑥ 日常生活自立支援事業の利用促進（継続） 

⑦ ごみ処分問題の解消に向けた庁内検討組織の設置・検討（新規） 

⑧ 消費者被害防止に向けた意識啓発（新規） 

＜社協の取り組み＞ 

① コミュニティソーシャルワーカーの配置の検討（新規） 

② 社協職員のスキルアップ（継続） 

③ 権利擁護推進体制の整備・充実（継続） 

④ 権利擁護に関する広報の推進（継続） 

＜第２章＞ 

地域住民の幸せを高めよう 

＜第３節＞ 

特に支援が必要な世帯を見守ろう 

 虐待をはじめ、消費者被害の防止に向け、市民に注意喚起を促しました。また、さまざ

まな事情を抱え、特に支援を必要とする世帯に対し、試行的に実施している「要援護世帯

総合支援（トータルサポート）体制」により、地域住民や福祉関係者とともに総合的に支

援しました。 

 近隣住民からの通報・連絡も増えつつあり、地域全体で見守る風土が徐々に構築されつ

つあります。 
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2.3 特に支援が必要な世帯を見守ろう 

■取り組み結果■ 

１．市の取り組み 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 要援護世帯総合支援体制の推進

（新規） 

公的福祉サービスの不適合等によ

り、さまざまな地域福祉課題を抱え

る世帯に対し、自助、共助、公助の

適切な組み合わせにより、総合的に

支援する要援護世帯総合支援体制

（トータルサポート体制（ＴＳ））

を推進します。特に、同体制を円滑

に進めるため、庁内に要援護世帯総

合支援会議等を設置し、要援護世帯

に対する支援方針の決定、モニタリ

ングに取り組みます。 

 

○ トータルサポート体制を平成 26年度より試行的

に実施しています。今後も、同体制での実施状況を

評価し、本格実施に向けた準備を進めます。（福祉

こども部・長寿健康部） 

② 福祉コミュニケーションサーバ

ーの活用（新規） 

健康福祉部門７課が持つ公的福祉

サービス利用情報を共有するシステ

ム福祉コミュニケーションサーバー

（福祉ＣＳ）により、特に要援護世

帯から発せられるＳＯＳに迅速に対

応するとともに、ケースワーク、各

種公的福祉サービスの手続案内、災

害時要援護者支援事業に活用しま

す。 

 

○ 公的福祉サービスの利用有無を検索・閲覧できる

「福祉コミュニケーションサーバー」を活用し、市

民の転出・死亡時等の手続案内を関係各課で行いま

した。(福祉こども部・長寿健康部) 

③ 健康福祉部門職員のスキルアッ

プ（継続） 

市の健康福祉部門職員に対し、制

度理解や対人援助技術、健康福祉部

門の相互連携に関する研修を実施

し、そのスキルアップを図ります。 

○ 福祉こども部及び長寿健康部職員を対象とした職

員研修を定期的に開催し、職員の相談支援スキルの

向上を図りました。(福祉こども部・長寿健康部) 
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2.3 特に支援が必要な世帯を見守ろう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

④ 虐待防止の強化（新規） 

児童や障害者、高齢者の虐待防止

に向け、広く地域住民に対し、虐待

の定義をはじめ、早期発見・連絡の

必要性等、意識啓発・注意喚起を促

します。 

○ １１月の児童虐待防止推進月間に市役所ロビーに

て虐待防止のパネル展示を行いリーフレット等を配

布しました。また、広報紙に特集記事を１１月・３

月の年２回掲載したほか、２月号より児童相談所全

国共通ダイヤル「１８９」の記事を継続掲載しまし

た。 (こども課) 

○ 障害者虐待防止センターとして、夜間・休日等年

間を通して２４時間いつでも連絡を受けられる体制

を整備しています。また、虐待防止に向け、ホーム

ページ等で広く周知を図っています。(障害者福祉

課) 

○ 埼玉弁護士会及び埼玉県社会福祉士会からなる高

齢者虐待専門職チームを計８回招き、職員や地域包

括支援センターの虐待防止に対する理解を深めまし

た。(高齢者支援課) 

 

⑤ 成年後見制度の利用促進（継

続） 

認知症高齢者等をはじめ、要援護

者が安心して生活できるよう、成年

後見制度に関する広報を行い、その

利用促進に努めます。 

 

○ 高齢者の成年後見制度の担当窓口として市民から

の相談に乗る中で、7件の市長申立を行いました。

(高齢者支援課) 

⑥ 日常生活自立支援事業の利用促

進（継続） 

福祉サービスの利用手続きや日常

生活の金銭管理等の支援を行う日常

生活自立支援事業の周知を図るとと

もに、円滑な利用を促進します。 

 

○ 狭山市社会福祉協議会が行う日常生活自立支援業

務の利用促進のため、114件の利用費の補助を行い

ました。(高齢者支援課) 
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2.3 特に支援が必要な世帯を見守ろう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

⑦ ごみ処分問題の解消に向けた庁

内検討組織の設置・検討（新規） 

大量のごみを抱え、自ら処理する

ことが困難な事例が増えている現状

に鑑み、ごみ処分問題の解消に向け

た庁内検討組織を設置し、検討を進

めます。 

○ 地域福祉推進市民会議の下部組織「有償福祉サー

ビス普及検討会」においてまとめられた提言に基づ

き、庁内検討組織において研究しました。(福祉課) 

 

 

 

 

 

⑧ 消費者被害防止に向けた意識啓

発（新規） 

消費者被害を受ける高齢者等が増

加していることから、被害防止に向

けた意識啓発を図るとともに、警察

をはじめ、地域福祉活動団体との連

携により、高齢者等への注意喚起を

行います。 

 

○ くらしの移動教室（出前講座）を２回開催、延３

６人が参加しました。その他、広報さやまに継続的

に消費者被害等についての情報を掲載したり、福祉

担当課等に情報提供を行いました。(市民生活課) 
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2.3 特に支援が必要な世帯を見守ろう 

２．社協の取り組み 

社協の取り組み 平成 27年度分(実施結果) 

① コミュニティソーシャルワーカ

ーの配置の検討（新規） 

制度の狭間や複数の地域福祉課題

により、既存の福祉サービスでは対

応困難な世帯の支援に取り組めるよ

う、窓口相談とともに、地域に出向

き、地域住民と一緒になって地域福

祉課題の解決に努めるようなコミュ

ニティソーシャルワーカーの体制整

備を検討します。 

 

○ 埼玉県社会福祉協議会が主催する「コミュニティ

ソーシャルワーカー基礎研修」に職員 3名を受講さ

せるなど、コミュニティソーシャルワーカーとして

の理解を深めました。 

〇 生活困窮者自立支援事業の相談を切り口に、引き

こもりの人に対する地域との連携した支援体制の構

築や、ゴミ屋敷についての訪問活動などの実践に試

行的に取り組みました。 

② 社協職員のスキルアップ（継

続） 

社協職員に対し、地域福祉課題を

発見し、対応するための各種研修を

実施し、職員のスキルアップを図り

ます。 

 

○ 埼玉県社会福祉協議会や全国社会福祉協議会の主

催による研修会に職員を積極的に参加させること

で、職員の相談支援スキルの向上を図りました。

（24名の職員が延べ 138回の研修に参加しまし

た。） 

 

③ 権利擁護推進体制の整備・充実

（継続） 

社協による法人後見が地域におけ

るセーフティネットとなるよう、法

人後見の受任体制の整備・拡充に努

めます。また、成年後見制度の利用

に至らない人については、日常生活

自立支援事業で対応ができるよう事

業の整備・拡充に努めます。 

○ 市長申立てによる成年後見制度の申立てに際し

て、成年後見人（法人後見）として 2件の受任をし

ました。なお、年度中に 3件の死亡が生じたため、

平成 28年 3月時点の法人後見受任件数は 5件（累

計 9件）となります。 

〇 市民後見人養成講座修了者等 8名による社協の法

人後見での活動が 70回ありました。 

〇 職員による権利擁護相談が 146件、成年後見制度

の申立支援が 13件ありました。 
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2.3 特に支援が必要な世帯を見守ろう 

 

社協の取り組み 平成 27年度分(実施結果) 

④ 権利擁護に関する広報の推進

（継続） 

成年後見制度に関する講演会や成

年後見制度・日常生活自立支援事業

に関する福祉出前講座等を開催する

とともに、地域福祉活動団体と連携

し、権利擁護に関する広報を推進し

ます。 

 

〇 11月 21日（土）、中央公民館において、ＮＰＯ

や公民館との共催事業として成年後見制度講演会を

開催し、54名の参加がありました。落語家による

成年後見制度の話など、市民に関心を持ってもらう

ように配慮しました。 

〇 福祉出前講座の中で、民生委員や介護保険事業者

などに対して 5回延べ 137名へ成年後見制度や日常

生活自立支援事業の説明を行いました。 

〇 親族以外の人が成年後見人となることの多い現状

を踏まえて、当人の状況や生活の希望を当人があら

かじめ意思表示できるよう、「私の老後の生き方・

暮らし方ノート」を 1,000部作成し、市や地域包括

支援センターに配布しました。 

〇 埼玉県社会福祉協議会が主催する「市民後見人養

成講座（基礎編）」の公募を行い、市民 7名を推薦

しました。 

 

 

 

 
成年後見制度講演会での様子 
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第３章 地域福祉活動の輪を広げよう 

第１節 地域福祉活動を育てよう 

■目標■ 

 

 

 

■協働の取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取り組み結果のポイント■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 年度 32 年度 

市の地域福祉活動環境整

備事業補助金の交付を受

けた累計団体数 

10 団体 増加 

コミュニティサロンをはじめとして、地域

住民が主体となった地域福祉活動が増えてい

ます。 

＜市の取り組み＞ 

① コミュニティサロンの設立支援（拡充） 

② 新規地域福祉活動団体の設立促進（継続） 

③ 新たな地域福祉活動に関する広報の推進（継続） 

＜社協の取り組み＞ 

① ふれあいサロン等の登録促進（継続） 

② ボランティア団体等の設立支援（継続） 

③ 活動資金についての広報の推進（継続） 

④ 新たな地域福祉活動に関する広報の推進（継続） 

＜第３章＞ 

地域福祉活動の輪を広げよう 

＜第１節＞ 

地域福祉活動を育てよう 

 住民主体により、コミュニティサロンや地域住民への定期的な声かけ、日常生活異変時

の駆け付け、有償による生活支援サービスの提供等、地域福祉活動を新たに立ち上げた団

体に対する財政的支援を行いました。また、講座や研修会等を通じて、こうした団体を市

民に紹介する等の広報活動を行いました。 

 住民主体による地域福祉活動は近年、地域において相次いで誕生しており、全県的にみ

ても、狭山市の地域福祉活動は先進を歩んでいます。しかし、市内全体での状況となる

と、地域によって地域住民の意識・地域福祉活動に偏差が生じており、身近な地域でこう

した共助のサービスが受けられるよう、環境整備を進めていくことが必要です。 
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3.1 地域福祉活動を育てよう 

■取り組み結果■ 

１．市の取り組み 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① コミュニティサロンの設立支援

（拡充） 

コミュニティサロンが地域に設立

されるよう、地域福祉活動団体に働

きかけます。特に、地域住民を対象

とした多機能型サロンの設立支援に

努めます。 

 

○ 地域福祉推進市民会議の下部組織「コミュニティ

サロン活動ネットワークづくり検討会」において、

新たに設置した「コミュニティサロン協議会」の運

営協力・助言等を行っています。(福祉課) 

② 新規地域福祉活動団体の設立促

進（継続） 

地域住民等が主体となり、新たに

見守り、孤立予防、生活支援サービ

ス等をはじめとした活動を行う地域

福祉活動団体の設立促進を図りま

す。 

 

○ 地域において新たに地域福祉活動を行う団体に対

し、3年間を限度に補助金（1団体あたり上限 20万

円／年度）を交付し、地域福祉活動団体等の立ち上

げを支援しました。 (福祉課) 

③ 新たな地域福祉活動に関する広

報の推進（継続） 

地域福祉活動団体による新たな地

域福祉活動が広く地域住民に認知・

理解されるよう、福祉関係の各種会

議・研修会での事例紹介、ホームペ

ージへの掲載を推進します。 

 

○ さまざまな機関・団体が行う地域福祉活動・イベ

ントについて、地域福祉活動推進研究会をはじめと

した地域福祉事業での事例紹介、チラシ配布等、そ

の周知に努めました。(福祉課) 
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3.1 地域福祉活動を育てよう 

２．社協の取り組み 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① ふれあいサロン等の登録促進

（継続） 

設置されたコミュニティサロンが

「ふれあいサロン」として登録さ

れ、地域住民への周知をはじめ、担

い手のスキルアップ、団体相互の情

報交換等に結び付くよう支援しま

す。 

 

○ 社協のふれあいサロン登録制度について福祉講座

等にて周知を行い、5つのサロンが新たに登録しま

した。 

○ 3月 23日（水）、社会福祉会館において、担い手

のスキルアップとして登録サロンを対象にサロンで

使える脳トレを学ぶ研修会を開催し、31名の参加

がありました。 

 

② ボランティア団体等の設立支援

（継続） 

ボランティアスクールや地区福祉

講座の修了者等が新たにボランティ

ア団体を立ち上げる場合のサポート

体制の整備・拡充に努めます。 

○ 新たなボランティア団体設立支援のため、定期的

にボランティアスクールを開催しました。団体とし

ての活動についての情報提供を行い、団体設立支援

に努めました。 

・パソコン点訳ボランティア講座（全 5回） 

参加者数 7名（全員が点字ボランティアグループで

の活動を希望） 

 

③ 活動資金についての広報の推進

（継続） 

赤い羽根共同募金の配分や地域福

祉活動団体の活動に対する民間助成

金についての情報を広報し、助成金

等の有効活用が図れるよう努めま

す。 

 

〇 ホームページや社協広報紙への助成金情報の掲

載、及び民間保育施設への助成金情報の郵送によっ

て、関係機関、団体・施設への周知を図りました。 

 

④ 新たな地域福祉活動に関する広

報の推進（継続） 

地域福祉活動団体による新たな地

域福祉活動が広く地域住民に認知・

理解されるよう、広報紙やホームペ

ージによる広報を推進します。 

 

〇 さまざまな機関・団体が行う地域福祉活動・イベ

ントについて、地域福祉活動推進研究会をはじめと

した地域福祉事業での事例紹介、チラシ配布等、そ

の周知に努めました。 
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3.1 地域福祉活動を育てよう 

 

 

 

共生型サロン「ぴ～えいち・カフェ」の様子 
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第２節 地域福祉活動の輪を広げよう 

■目標■ 

 

 

 

 

■協働の取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取り組み結果のポイント■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 年度 32 年度 

他団体・事業者との勉強会や意見交

換会、交流等を『行っている』と回

答した地域福祉活動団体の割合 

78.2％ 増加 

地域福祉活動団体の相互交流・ 

情報共有が進められることにより、

その活動が高まっています。 

＜市の取り組み＞ 

① 地域福祉活動推進研究会の設置（新規） 

② 地域福祉活動団体に対する支援（継続） 

③ 社会福祉会館の利用促進（継続） 

④ 先進的な地域福祉活動に関する情報発信（継続） 

 

＜社協の取り組み＞ 

① ネットワークを活用した地域福祉活動団体に対する運営支援（継続） 

② 当事者団体への活動支援と交流促進（継続） 

③ 無償・有償のボランティアに関する総合的需給調整の推進（継続） 

④ 支部地域福祉活動計画の推進（新規） 

⑤ 地域福祉懇談会（地域福祉意見交換会）の開催（新規） 

＜第３章＞ 

地域福祉活動の輪を広げよう 

＜第２節＞ 

地域福祉活動の輪を広げよう 

 地域福祉活動が点在する中、活動者の横のつながりを促し、個々のスキルアップも図る

ための地活研（地域福祉活動推進研究会）を新たに立ち上げました。 市内に多数あるコ

ミュニティサロンの底上げと、担い手の相互交流と図るため、コミュニティサロン協議会

を新たに設置しました。また、地域福祉活動の拠点である社会福祉会館の維持管理に努め

ました。 

 これらの取り組みにより、地域福祉活動団体の相互理解・交流が徐々に進み始めている

ものと考えます。 
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3.2 地域福祉活動の輪を広げよう 

■取り組み結果■ 

１．市の取り組み 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 地域福祉活動推進研究会の設置

（新規） 

地域住民主体による地域福祉活動

をさらに高めるため、地域福祉活動

者の学びと交流の促進を図ることを

目的とした地域福祉活動推進研究会

を設置します。 

 

○ 地域福祉活動者の学びと交流を促進するため、地

域福祉推進研究会を新たに設置、5回開催し、地域

福祉活動者延べ 370人が参加しました。(福祉課) 

② 地域福祉活動団体に対する支援

（継続） 

障害者団体や子育てサークル、高

齢者の健康増進・いきがい支援等、

地域住民主体による各種の地域福祉

活動団体の活動を支援します。 

○ 子育て支援団体への子育て支援情報発信、地域に

おける子育て支援活動の円滑な実施及び活性化を促

進することを目的に、団体へ対して補助金の交付を

行いました。(こども課) 

○ 団体等が行う各種イベントの後援名義の許可やＰ

Ｒ，また、準備等の手伝いを必要に応じ行いました。

また、工房夢来夢来の活動に必要な支援を行いまし

た。(障害者福祉課) 

○ 狭山市老人クラブ、狭山市の高齢社会を考える

会、青空の会といった地域福祉活動団体の支援をし

ています。(高齢者支援課) 

 

③ 社会福祉会館の利用促進（継

続） 

社会福祉会館が地域福祉活動団体

にとってさらに活動しやすい施設と

なるよう、社会福祉会館の利用促進

に向けた環境整備に努めます。 

○ 社会福祉会館の管理・運営に社会福祉法人狭山市

社会福祉協議会を指定管理者として指定し、指定管

理料として 8,021,555円を支出しました。本年度

は、330日開館し、延べ 2,130団体 28,824人が利

用しました。このうち、自主事業として、35事業

を開催し、延べ 7,556人の参加がありました。社会

福祉会館の休館日であった第 2日曜日を開館日とす

るなど、利便性の向上に努めました。また、利用者

アンケート調査を定期的に実施し、ニーズの把握に

努めました。（福祉課） 
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3.2 地域福祉活動の輪を広げよう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

④ 先進的な地域福祉活動に関する

情報発信（継続） 

地域福祉活動団体をはじめ、企業

や大学等による先進的な取り組みが

広く地域住民に認知・理解されるよ

う、福祉関係の各種会議・研修会で

の事例紹介、パネル展の開催、ホー

ムページへの掲載等の情報発信に努

めます。 

 

○ 5月 18日(月)から 6月 30日(火)まで、市内 3カ

所(市役所 1階エントランスホール、狭山元気プラ

ザ、石心会さやま総合クリニック)において、「地域

のつながりと支え合いを考えるパネル展」を開催し

ました。本年度は市内にある大学・高校で行われて

いる「福祉・医療・介護人材の養成に関する取り組

み」を紹介しました。(福祉課) 

 

２．社協の取り組み 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① ネットワークを活用した地域福

祉活動団体に対する運営支援（継

続） 

ふれあいサロンのネットワークや

無償・有償のボランティアのネット

ワークを活用し、運営ノウハウの蓄

積を図るなど、地域福祉活動団体に

対する運営支援の推進に努めます。 

 

○ 事務局を務めるコミュニティサロン活動ネットワ

ークづくり検討会で、狭山市コミュニティサロン協

議会を設立し、年間 2回の定例会を開催しました。 

・コミュニティサロン協議会の参加団体 60団体 

○ 事務局を務める有償福祉サービス普及検討会で

は、検討会メンバーと共に、新規団体の立ち上げに

係る相談支援体制を整えました。 

   

② 当事者団体への活動支援と交流

促進（継続） 

子育て、介護、障害等、お互いの

経験をもとにした相談や地域福祉課

題の解決に向けた取り組みを行う当

事者団体への活動支援をするととも

に、当事者団体相互の交流の促進に

努めます。 

〇 申請のあった登録サロン 19団体に対し、備品購

入費や活動費、会場費等について総額 1,004,553円

の助成を行いました。 

○ 登録サロン全団体（35団体）に対し、ふれあい

サロン傷害補償の保険料助成を行いました。 

〇 夏期、歳末の時期に障害者団体等が行う活動や事

業、民間保育施設で行う子育て支援、子育て相談等

の活動や事業に対し補助金を交付し、対象とする団

体の活動強化、活動の推進を図りました。夏期には

9団体へ総額 800,000円の支援を、歳末には７団体

へ総額 163,700円の支援をしました。 
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3.2 地域福祉活動の輪を広げよう 

 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

③ 無償・有償のボランティアに関

する総合的需給調整の推進（継

続） 

ボランティアセンターの機能強化

のため、無償・有償のボランティア

に関する需給調整が効果的に行われ

るよう総合的な需給調整の推進に努

めます。 

○ ボランティア活動希望者及び支援が必要な方双方

に対して、相談を受ける中で、必要に応じて、無

償・有償のボランティアについて情報提供を行いま

した。 

・ボランティアセンター 

需給調整件数 938件（1,778回） 

活動人数 3,236名 

・有償福祉サービス「ささえあい狭山」 

活動件数 9,567件 

活動人数 1,439名 

 

④ 支部地域福祉活動計画の推進

（新規） 

支部地域福祉活動計画の推進のた

め、支部社協と連携し、支部地域福

祉活動計画の進行管理に努めます。 

 

○ 4月～6月に開催された各支部社協の総会におい

て、福祉委員に対して各支部地域福祉活動計画の説

明を行いました。 

 

⑤ 地域福祉懇談会（地域福祉意見

交換会）の開催（新規） 

地域または地域住民が抱える福祉

課題を共有し、その解消や緩和に向

け、支部社協の圏域において、次期

地域福祉推進計画作成のため地域福

祉懇談会（地域福祉意見交換会）を

開催します。 

 

〇 平成 29年度頃に開催予定のため、当該年度は実

績なし。 
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第３節 地域福祉活動団体に協力しよう 

■目標■ 

 

 

 

 

■協働の取り組み■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取り組み結果のポイント■ 

 

 

 

 

 

 

 25 年度 32 年度 

民生委員・児童委員の役割を知ってい

ると回答した方の割合 
48.0％ 増加 

自治会や民生委員・児童委員、

支部社協等の活動を理解し、協力

する地域住民が増えています。 

＜市の取り組み＞ 

① 地域福祉活動団体への支援（継続） 

② 地域福祉活動の推進に関する広報（継続） 

③ 民生委員・児童委員の確保（拡充） 

④ 民生委員・児童委員活動の見直し（拡充） 

⑤ 地域福祉活動団体相互の意見交換（新規） 

⑥ 自治会の加入促進（継続） 

＜社協の取り組み＞ 

① 支部社協の活動への支援（継続） 

② 民児協への支援（継続） 

③ 自治会等が行う地域福祉活動への支援（新規） 

④ 地域福祉活動団体のリーダーに対する研修支援の推進（新規） 

⑤ 支部社協の事業への参加促進（継続） 

⑥ 社協活動への理解の促進（新規） 

＜第３章＞ 

地域福祉活動の輪を広げよう 

＜第３節＞ 

地域福祉活動団体に協力しよう 

 コミュニティの要である自治会、地域福祉活動の中核的担い手である民生委員・児童委

員、社会福祉協議会支部に対し、それぞれ財政的支援を行いました。 

 また、地域活動を推進するこれら団体について、広く市民に広報することで、地域活動に

強力・参加する市民が増えつつあります。 
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3.3 地域福祉活動団体に協力しよう 

■取り組み結果■ 

１．市の取り組み 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 地域福祉活動団体への支援（継

続） 

地域福祉活動に取り組む自治会連

合会、民児協、支部社協等の活動を

支援します。 

○ 支援を必要とする方々に対する初期相談と相談支

援機関へのつなぎ、見守り等、地域の社会福祉活動

を行う民生委員・児童委員（主任児童委員を含む。

本年度末現在 234名）に対し、財政的支援を行いま

した。また、民生委員に対する研修をはじめ、高齢

者世帯調査やこんにちは赤ちゃん事業等、市からの

依頼により活動する民生委員・児童委員協議会に対

して活動費を補助しました。福祉に関するボランテ

ィアセンターや有償福祉サービス「ささえあい狭

山」の運営、支援を必要とする方々の権利擁護等、

さまざまな福祉事業を実施する社会福祉法人狭山市

社会福祉協議会に対し、運営費及び事業費として財

政的支援を行いました。(福祉課) 

○ 地域活動に取り組む自治会連合会等への支援とし

て、各自治会に対して自治運営費補助金 (122自治

会)を交付し、自治会連合会の運営補助金を交付し

ました。また、市と自治会との連絡調整事務を担う

自治協力員(自治会長 122名)に対して、謝礼金を支

給し、自治協力員だけでは対応しきれない連絡調整

等の事務もあることから、世帯数(150世帯に１名)

に応じて自治協力員代理者を設置し、謝礼金を支給

しました。（協働自治推進課） 

 

② 地域福祉活動の推進に関する広

報（継続） 

地域福祉活動に取り組む自治会連

合会、民児協、支部社協の意義や役

割について、地域住民の理解が深め

られるよう広報します。 

○ 広報紙において民生委員特集を組むなど、民生委

員の役割や必要性について掲載しました。また、狭

山市民生委員・児童委員協議会では、新茶まつりや

入間川七夕まつりにおいて、民生委員制度の普及啓

発を図りました。(福祉課)  
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3.3 地域福祉活動団体に協力しよう 

 

市の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

② 地域福祉活動の推進に関する広

報（継続・続き） 

 

○ 七夕まつりにおいて、自治会連合会のブースを出

展し、自治会活動のパネル展示や自治会加入促進に

向けたうちわを配布し、また、転入手続きが多い、

３月下旬には、市役所一階エントランスホールにお

いて、自治会活動を PRするため、活動状況のパネ

ル展示会を開催し、自治会活動の広報を図りまし

た。(協働自治推進課) 

 

③ 民生委員・児童委員の確保（拡

充） 

民生委員推薦会が定める方針のも

と、地域福祉活動団体との連携によ

り、民生委員・児童委員の定数確保

に努めます。特に、その欠員が長期

にわたって生じている地区について

は、候補者選出方法の見直しを図り

ます。 

 

○ 民生委員等候補者に対する審査をはじめ、民生委

員等一斉改選に関する内申方法を決定する民生委員

推薦会を 4回開催しました。欠員が長期にわたり生

じている新狭山地区に地区推薦会を設け、欠員充足

に向けた取り組みを進めました。(福祉課) 

④ 民生委員・児童委員活動の見直

し（拡充） 

民生委員・児童委員は、法令等に

より、県や市、社協からの依頼事項

が年々増加していることから、民児

協と市職員との意見交換会を開催

し、依頼事項を見直すなど、その負

担軽減に向けた取り組みを進めま

す。 

 

○ 年々増加する行政から民生委員への依頼事項を軽

減させるため、市職員と民生委員との意見交換会を

年 2回開催しました。住宅営繕課が依頼する無職証

明、福祉課が依頼する建物火災対応や震災避難者の

見守り支援等を取り下げ、実質的な負担軽減に結び

つきました。(福祉課) 

⑤ 地域福祉活動団体相互の意見交

換（新規） 

自治会連合会役員及び民児協役員

による意見交換会を定期的に開催

し、共通する地域福祉課題の解消に

向け、検討を行います。 

 

○ 自治会連合会役員と民生委員・児童委員協議会役

員による意見交換会を開催し、地域課題について共

有するとともに、両団体の親交を深めました。(福

祉課) 
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3.3 地域福祉活動団体に協力しよう 

２．社協の取り組み 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

① 支部社協の活動への支援（継

続） 

支部社協の活動に関し、福祉委員

のあり方や圏域内の地域福祉活動団

体との協力体制のあり方について検

討し、支部社協の身近な互助機能が

効果的に発揮できるよう支援に努め

ます。 

 

○ 年 3回のボランティア活動推進検討会の中で支部

社協の活性化に向けた議論を行いました。 

〇 社協と支部社協の位置づけを明確にするため、支

部設置規程を見直しし、支部長への委嘱をすること

にしました。 

 

② 民児協への支援（継続） 

社協の事業で民生委員・児童委員

の活動に役立つ内容について紹介を

するなど、民児協への支援に取り組

みます。 

○ 民児協への助成金を 500,000円に増額しました。 

〇 8月 19日（水）、市民会館小ホールにおいて、民

児協全体研修会で地域福祉推進計画や生活困窮者自

立支援事業の説明を行いました。 

○ 12月 10日（木）、市民交流センターコミュニテ

ィホールにおいて、市と共催事業の「地域のつなが

りと支え合いを考える研修会」では「民生委員カフ

ェ」と題して民生委員活動の振り返りの場を設けま

した。 

 

③ 自治会等が行う地域福祉活動へ

の支援（新規） 

地域コミュニティを担う自治会等

が行う地域福祉活動を支援するた

め、助成制度の整備・充実に努めま

す。 

 

○ 地域が元気になるため、地域を応援する仕組みと

して、地域の課題解決のための活動する連合自治

会、単位自治会を中心として申請いただいた 7地区

10団体へ総額 700,000円の支援をしました。 

④ 地域福祉活動団体のリーダーに

対する研修支援の推進（新規） 

地域福祉活動団体のリーダーに対

し、それぞれの団体に応じた研修情

報の提供や有償の研修参加費の助成

を行うことにより、地域に先進的な

福祉活動の情報を還元できる仕組み

づくりに努めます。 

 

○ 平成 27年 11月 26日（木）～27日（金）、黒部

市において開催された「全国校区・小地域福祉活動

サミット」へ、市 1名と社協職員 2名の外、地域福

祉活動者 3名と研修に参加しました。 
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3.3 地域福祉活動団体に協力しよう 

 

社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

⑤ 支部社協の事業への参加促進

（継続） 

支部社協が行っている事業に参加

し、また、その担い手となれるよ

う、支部社協の事業について、地域

住民や関係機関に広報します。 

○ 支部社協が発行した「支部社協だより」を社協ホ

ームページで周知しました。（入曽、水富、新狭

山、狭山台） 

 

 

 

 

⑥ 社協活動への理解の促進（新

規） 

社協の相談機能やネットワーク等

の社会資源が有効に活用されるよ

う、社協の組織や事業展開等の現況

を地域住民等にわかりやすく伝え、

社協活動への理解の促進に努めま

す。 

 

〇 社協のＰＲのため、社会福祉会館の窓への看板の

設置やのぼりの設置をするとともに、社協職員が活

動していることが分かるようユニフォームを作成し

ました。また、会員会費や共同募金の際に、単位自

治会の会議での説明をできるよう、自治会への働き

かけをしました。 
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3.3 地域福祉活動団体に協力しよう 

 

 

 
「狭山茶の里ウォーキング」の様子 
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第４章 地域福祉を着実に進めるために 

 

 

 

市・社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

１．地域福祉施策の進捗管理 

市及び社協は、本計画に位置付けた取

り組みが着実かつ計画的に実行している

か、検討・評価するため、「地域福祉推

進市民会議」及び「地域福祉推進機関連

絡会議」を設置します。これら両会議を

はじめ、市及び社協は、いわば「地域福

祉を推進する４つの駆動輪」であり、常

に同じ方向に向き、かつ整合を図り、そ

れぞれにおいて地域福祉を強力に進めま

す。  

 

(1)地域福祉推進市民会議 

地域福祉推進市民会議（市民会議）

は、地域住民、地域福祉活動団体の役

員、知識経験者で構成し、市長及び社協

会長が任期を定めて委嘱します。 

 市及び社協は、本計画に位置付けた各

取り組み状況について、市民会議に毎

年報告し、意見を求めます。 

 市民会議は、この報告があったとき

は、協議の上、必要に応じて市及び社

協に意見を述べます。 

 市民会議での意見は、地域福祉推進機

関連絡会議に報告します。 

 地域福祉に関する個別具体的な課題の

解決、または地域福祉活動をさらに高

めるため、市民会議の下に検討会及び

研究会を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域福祉推進市民会議は、平成 27年 4月に

設置し、委員 14名を委嘱しました。 

 

 

 

○ 平成 27年度取り組み結果について、平成

28年度第 3回会議で報告予定です。 
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市・社協の取り組み 平成 27年度取り組み結果 

(2)地域福祉推進機関連絡会議 

 地域福祉推進機関連絡会議（連絡会

議）は、市及び社協職員により構成

し、市長及び社協会長が任期を定めて

委嘱します。 

 連絡会議は、市民会議から報告があっ

たときは、協議の上、必要な改善等を

講ずるとともに、必要に応じて市民会

議に報告します。 

 地域福祉に関する個別具体的な課題の

解決、または健康福祉部門に関する基

盤を強化するため、連絡会議の下に幹

事会を設置します。  

 

○ 設置に向け、準備を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域福祉施策に係る実施状況の公表 

本計画に位置付けた地域福祉施策の実

施状況は、毎年市や社協の公式ホームペ

ージ等に掲載する方法により、公表する

ものとします。 

また、本計画における計画期間の前期

（平成 28年度）及び後期（平成 31年

度）において、アンケート調査等を実施

し、本計画に掲げる目標の到達状況を調

査するものとします。 

 

 

○ 市及び社協の取り組み結果（平成 27年度）

は、地域福祉推進市民会議に報告後、ホーム

ページにて公表予定です。 

 

○ 地域福祉に関するアンケートは、平成 28年

9月頃より順次実施します。 

 

 

 

３．地域福祉推進のための協働協定 

市及び社協は、本計画に位置付けた取

り組みを進めるにあたり、協働して進め

るべき事業に関し、必要に応じて協議

し、協定（約束）を締結するものとしま

す。 

また、地域福祉を推進していく上で必

要な取り組みに関し、本計画にその位置

付けがない場合は随時協議し、地域福祉

のさらなる推進に努めます。 

 

○ 市及び社協は、地域福祉推進計画に位置付

けた事業のうち、両者が一体的に実施すべき

事業について、費用・役割分担を明記した基

本協定並びに平成 27年度協定を平成 27年 3

月に締結しました。 
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